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平成２８年度決算の概要 

 

 

○ 歳入…税制改正の影響等により市税は２年連続の減 等 

国の税制改正に伴い、法人市民税の税率が引下げられたことなどの影響により、

市税は２年連続の減少となった。 

※ 法人市民税において、改正前の税率であれば申告額は前年度を上回っている。 

なお、市税収入率は９７．９％と６年連続上昇となり、市発足以来最高の収入率と

なった。 

   また、地方消費税交付金は平成２７年度の交付月数１３月から１２月に平年度化

したことなどにより、２２億円の減少となった。 

   さらに、地方交付税措置のある有利な市債の償還が進んだことなどにより、地方

交付税等が４６億円の減少となった。 

 

○ 歳出…福祉・医療関係経費は引き続き増 

扶助費は、障害福祉関係経費の増などにより、引き続き増加した。 

    また、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療制度への繰出金等も引き続き増

加した。 

そのほか、投資的経費については、スタジアム整備等により、８５億円の増加とな

った。 

 

○ 財源調整用基金を４年ぶりに取崩 

市税や土地売払収入が予算を下回ったことなどにより、平成２４年度以来４年ぶ

りに基金を取崩。 

これに伴い、平成２８年度末における基金残高は前年度末の３２２億円から 

２７億円減少し、２９５億円となった。 

 

○ 市債残高 … 埋立地造成特別会計の廃止に伴い市債残高は増 

埋立地造成特別会計の廃止に伴い、市債を一般会計へ引き継いだことなどによ

り、臨時財政対策債を除く市債残高は７，９１２億円となり、前年度に比べ１２４億円

の増加となった。 
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１ 一般会計 

 

（１） 概 要 

 ① 決算規模は、歳入、歳出ともに対前年度比減 

平成２８年度一般会計決算は、歳入決算額５，１４０億２百万円、 

歳出決算額５，１０９億７３百万円で、いずれも前年度より減少した。 

（平成２７年度の第三セクター等改革推進債（以下、「三セク債」）の影響を除くと、いずれ

も前年度より増加した。） 

  

 

 

 

 ② 実質収支は５０年連続の黒字 

    実質収支は１２億７９百万円で、昭和４２年度以降５０年連続の黒字となった。 

（単位：百万円）

区　　　　　分 ２８年度 ２７年度 増減額 増減率

歳入決算額（A） 514,002 544,335 △ 30,333 △ 5.6%

歳出決算額（B） 510,973 540,850 △ 29,877 △ 5.5%

形式収支（C=A-B） 3,029 3,485 △ 456 △ 13.1%

繰り越すべき財源（D） 1,750 2,079 △ 329 △ 15.8%

実質収支（E=C-D） 1,279 1,406 △ 127 △ 9.0%
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 （２） 歳入の主な特徴 

  ① 市税収入 … ２年連続の減 

市税全体では個人市民税が増となる一方、法人市民税が減となった影響等により、

１，５６１億２７百万円と対前年度４億５１百万円(△０．３％)の減となった。 

 

・ 個人市民税は、給与所得等の増加に伴い所得割額が増となったことなどにより、 

４６７億５９百万円と対前年度３億５６百万円（＋０．８％）の増となった。 

・ 法人市民税は、国の税制改正により法人税割等の税率が引下げられたことにより、

１２０億４百万円と対前年度８億８５百万円（△６．９％）の減となった（改正前の税率

であれば申告額は前年度を上回っている）。 

・ 軽自動車税は、国の税制改正により税率が引上げられた影響等により、 

１７億２百万円と対前年度２億２１百万円（＋１５．０％）の増となった。 

・ 市たばこ税は、たばこ離れによる売渡し本数の減少により、７５億９１百万円と 

対前年度１億３８百万円（△１．８％）の減となった。 

・ 市税収入率は、９７．９％と前年度に比べ０．１ポイント上昇し、６年連続の上昇とな

り市発足以来最高の収入率となった。 
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 ② 地方交付税等 … 地方交付税、臨時財政対策債ともに減 

地方交付税措置のある有利な市債の償還が進んだことなどにより、地方交付税 

５０５億７百万円と臨時財政対策債２６０億１９百万円を合わせた総額は、 

７６５億２６百万円で、対前年度４５億６７百万円（△５．６％）の減となった。 

 

■臨時財政対策債…国の地方交付税への財源不足対策として、平成１３年度に創設された

地方債。その元利償還金相当額については、全額が後年度地方交付税で措置される。 

 

③ 市債発行額 

 … 臨時財政対策債を除く発行額は、対前年度３１１億円の減 

地方交付税の振り替えである臨時財政対策債を除く市債発行額は、 

３８４億３２百万円で、前年度の三セク債発行の影響により対前年度 

３１１億８７百万円（△４４．８％）の減となり、歳入全体に占める市債の割合は、 

前年度を５．３ポイント下回り７．５％となった。 

なお、臨時財政対策債を含めた市債発行額は、６４４億５１百万円で、対前年度 

３５５億３４百万円（△３５．５％）の減となり、歳入全体に占める市債の割合は、 

前年度を５．８ポイント下回り１２．６％となった。 
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（３） 歳出（性質別）の主な特徴 

① 義務的経費 … 扶助費の増により３年連続の増 

   人件費、扶助費、公債費からなる義務的経費は２，６１３億４４百万円で、前年度

を４７億３９百万円（＋１．８％）上回り、３年連続の増となったことなどにより、義務

的経費比率については、５１．１％と前年度から３．６ポイント増加した。 

人件費は、支給人員の減等により、対前年度９億３１百万円（△１．４％）減の 

６４２億４３百万円となり、人件費比率は、１２．６％となった。 

また、扶助費は、臨時福祉給付金や障害福祉関係経費の増等により、対前年度

４０億５３百万円（＋３．２％）増の１，３１１億３０百万円となり、過去最高額となった。 

さらに、公債費は、公債償還基金積立金の増等により、対前年度１６億１８百万円

（＋２．５％）増の６５９億７１百万円となった。 

 

 

 

 

    ■扶助費・・・福祉の法令等に基づいて実施する医療費の援助や各種手当ての

支給、生活保護費、福祉施設の運営などに要する経費 
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     ② 扶助費及び福祉・医療関係繰出金 

 … 高齢社会の進展等に伴い、１０年連続の増 

高齢社会の進展等に伴う扶助費及び福祉・医療関係繰出金は、１，７６４億２５百万円

で、対前年度４６億４８百万円（＋２．７％）の増と１０年連続の増となった。 

 

■福祉・医療関係繰出金・・・国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療の各特別 

会計への繰出金 

 

③ 投資的経費 … スタジアム整備事業による増 

投資的経費は、スタジアム整備事業が９８億円増加したことなどにより、 

７３０億２１百万円となり、対前年度８４億８３百万円（＋１３．１％）の増となった。投資

的経費比率は１４．３％と前年度から２．４ポイント増加した。 
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（４） 財源調整用基金残高… 平成２４年度以来４年ぶりに取崩        

歳入面において、当初予算と比べて市税が１３億円、株式譲渡所得割交付金等の県

税交付金が５億円、土地売払収入が１１億円、それぞれ下回ったことなどにより、平成２４

年度以来４年ぶりに財源調整用基金を取崩すこととなった。 

これに伴い、平成２８年度末における基金残高は前年度末の３２２億円から２７億円減

少し、２９５億円となった。 

 

 

（５） 市債残高 … 三セク債関連を除く公共事業等にかかる市債残高は減少 

臨時財政対策債を含めた市債残高は、１兆８６２億８０百万円となり、対前年度 

３６７億８１百万円（＋３．５％）の増となった。 

また、臨時財政対策債を除く市債残高は、７，９１１億５９百万円となり、対前年度 

１２３億５７百万円（＋１．６％）の増となった。 

なお、臨時財政対策債及び三セク債関連（三セク債及び埋立地造成特別会計引継分）

を除く公共事業等にかかる市債残高は７，３４９億５６百万円となり、対前年度 

３４億７５百万円（△０．５％）の減となった。 
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２ 特別会計 

 

○ 実質収支は２２会計中１９会計が黒字 

北九州市の平成２８年度特別会計決算は、歳入決算額５，７１０億６２百万円、歳出決

算額５，５４７億１４百万円で、実質収支は１５７億８５百万円の黒字となった。 

２２会計のうち、公債償還特別会計、土地取得特別会計、廃棄物発電特別会計が収支

ゼロ、前記を除く１９会計で実質収支は黒字となった。 

 

 

３ 企業会計 

 

○ 損益収支は５会計中２会計が赤字 

平成２８年度企業会計決算において、損益収支は交通事業会計と病院事業会計の２

会計が赤字となった。 

区　　分 上水道事業 工業用水道 交通事業 病院事業 下水道事業

損益収支 2,498 476 △ 32 △ 1,234 1,578

単年度実質収支 335 16 △ 82 △ 340 △ 162

平成２８年度末資金剰余 5,600 1,775 1,565 3,377 2,931

（単位：百万円）

 

 

（１） 上水道事業会計では、古賀市への水道用水供給開始による給水量の増による料金

収入の増や宗像地区水道事業包括業務委託により収益が増加したことなどから、損益

収支の額は前年度より６億８０百万円増加し、２４億９８百万円の黒字となった。 

 

（２） 工業用水道事業会計では、料金収入は減少したものの、退職給付引当金繰入額や

減価償却費が減少したことなどから、損益収支の額は前年度より７７百万円増加し、 

４億７６百万円の黒字となった。 

 

（３） 交通事業会計では、輸送人員の減少により料金収入が減少したことや、職員給与費

が増加したことなどから、損益収支の額は前年度より１億６百万円減少し、３２百万円の

赤字となった。 

 

（４） 病院事業会計では、料金収入が増加したものの、職員給与費などが増加したため、

損益収支の額は前年度より８５百万円減少し、１２億３４百万円の赤字となった。 
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（５） 下水道事業会計では、受託事業による収益が減少したものの、企業債利息も減少し

たことなどから、損益収支の額は前年度より２億５８百万円減少し、１５億７８百万円の

黒字となった。 

 

 

４ 平成２８年度における収支改善の取組み 

 

 「北九州市行財政改革大綱」等に基づく収支改善効果額は、２９億円を確保した。 

効果額は一般財源ベース（単位：億円）

効果額 備　　　考

小　計 9

小　計 20

29

・廃棄物発電特別会計や競輪、競艇特
別会計の剰余金の活用　など

区　　　分

1 ・ＮＴＴドコモ株売却収入　など

職員数の削減等人件費の見直し

特別会計の剰余金の活用等

保有株式の売却等

・人件費の削減
・持家に係る住居手当の廃止　など

8

平成２８年度における経営改善額

歳　出
事務事業の見直し

歳　入

10

・事務事業の見直し（裁量的経費の削
減等）　など

10
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５ 健全化判断比率等 

      「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」で定められた健全化判断比率等は、

フローとストックの両面から財政の健全性を総合的に判断するものである。 

   

（１） 実質赤字比率 ・・・  － ％ 【H２７： － ％】 

（実質黒字のため、比率なし） 

一般会計等の実質的な赤字額の標準財政規模（自治体が標準的な状態で通常収

入が見込まれる一般財源の規模）に対する割合によって、財政運営の健全性を表す

指標。 

      平成２８年度決算において実質黒字であったため、実質赤字比率はない。 

 

      ■本市に適用される基準   早期健全化基準 １１．２５％ 

                         財政再生基準  ２０．００％ 

 

一般会計等：一般会計、土地区画整理、土地区画整理清算、公債償還、 

住宅新築資金等貸付、土地取得、母子父子寡婦福祉資金、 

臨海部産業用地貸付の各特別会計 

 

 （２） 連結実質赤字比率 ・・・  － ％ 【H２７： － ％】 

（実質黒字のため、比率なし） 

企業会計等を含む市全体での実質的な赤字額の標準財政規模に対する割合に 

よって、財政運営の健全性を表す指標。 

      平成２８年度決算において実質黒字であったため、連結実質赤字比率はない。 

 

      ■本市に適用される基準  早期健全化基準 １６．２５％ 

                        財政再生基準   ３０．００％ 

 

 （３） 実質公債費比率 ・・・ １３．７％ 【H２７：１２．６％】 

      地方債償還額及び地方債の償還に準じる歳出額の標準財政規模に対する割合に

よって、財政運営の健全性を表す指標。３ヶ年平均で算出する。（27 年度：H25～H27、

28 年度：H26～H28） 

前年度から 1.1 ポイント増加したが、これは三セク債の償還が始まったことなどによ

るものである。（H25 と H28 の単年度比較） 

   

      ■本市に適用される基準   地方債許可制移行基準     １８．０％ 

                         早期健全化基準           ２５．０％ 

                         財政再生基準           ３５．０％ 
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 （４） 将来負担比率 ・・・ １８７．９％ 【H２７：１８８．３％】 

       一般会計等の地方債残高をはじめとした、将来負担することが見込まれる各種経

費の総額の標準財政規模に対する割合によって、市の将来に向けた財政運営の健

全性を表す指標。 

       前年度から０．４ポイント減少したが、これは交付税措置のある臨時財政対策債の

増などにより地方債残高は増えたものの、公共事業等に係る地方債残高が減ったこ

となどによるものである。 

 

      ■本市に適用される基準   早期健全化基準 ４００．０％ 

 

 

 （５） 資金不足比率 ・・・  － ％ 【H２７： － ％】 

（資金不足を生じた会計がないため、比率なし） 

      公営企業会計ごとの資金不足額が、営業収益等の事業規模に対してどの程度の割

合があるかによって、公営企業会計の経営の健全性を表す指標。 

      平成２８年度決算においては、前年度と同様、公営企業会計全てにおいて資金不足

を生じていないため、資金不足比率はない。 

 

      ■本市に適用される基準   経営健全化基準 ２０．０％ 

 

 

 

   健全化判断比率等が基準以上となると・・・ 

    ■早期健全化基準以上である場合 → 【自主的な改善努力による財政健全化】 

     ・財政健全化計画（公営企業会計においては、経営健全化計画）の策定の義務付け 

     ・実施状況を毎年度議会及び総務大臣に報告 

     ・財政運営に関して、総務大臣による勧告 

 

    ■財政再生基準以上である場合 → 【国の関与による確実な再生】 

     ・財政再生計画の策定及び計画に基づく予算編成の義務付け 

     ・財政再生計画の内容を総務大臣に協議し、 

       同意がない場合＝災害復旧等、一定の場合を除く地方債の起債を制限 

       同意がある場合＝収支不足額を振り替える地方債（再生振替特例債）が起債可能 

     ・財政運営に関して、総務大臣による勧告（予算の変更等を含む） 

 

 


